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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年５月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年１２月２１日 １７時５０分ごろ 

発生場所 福岡県苅田
か ん だ

町苅田港 

苅田港南防波堤灯台から真方位２４１°５４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°４７.１′ 東経１３１°００.２′） 

事故の概要 貨物船新松
しんしょう

輝
き

丸は、貨物倉の清掃作業中、クレーンのバケットが

甲板員に当たり、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 新松輝丸、４８３トン 

１３４４６９、株式会社大和商会（Ａ社） 

５８.９７ｍ（Lr）×１３.００ｍ×５.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年３月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年５月３０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年５月３０日 

  免状有効期間満了日 令和３年７月２日 

航海士 男性 ６１歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２４年８月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月１４日 

  免状有効期間満了日 令和４年８月２０日 

甲板員 男性 ３９歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り時々雨、風向 北西、風力 １ 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時１１分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長、機関長、航海士及び甲板員ほか２人が乗り組み、苅

田港で石炭の揚げ荷役を行う目的で、平成３０年１２月２１日１０時
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４０分ごろ関門港若松区を出港し、同日１４時００分ごろ苅田港の岸

壁に左舷着けで着岸した。 

 本船は、揚げ荷役を終えた後、‘貨物倉の床や壁面に付着した石炭

くずを左舷側に集め、クレーンのバケットでつかみ陸上に揚げる作

業’（以下「本件清掃作業」という。）を行うこととし、作業灯を点灯

して貨物倉内を照らし、船長、機関長及び甲板員が貨物倉内に、航海

士がクレーンの操縦室に入り、本件清掃作業を開始した。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件清掃作業の状況 

 

 本船は、航海士がクレーンを左旋回させ、貨物倉右舷側付近で一旦

停止させたところ、惰性でワイヤが右舷方に振れ、ワイヤ先端のバケ

ットが、１７時５０分ごろ、貨物倉右舷側の壁を向きスコップで石炭

くずのかき落とし作業を行っていた甲板員に当たった。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ クレーンの操縦室から見た事故発生状況 

  

航海士は、バケットと甲板員が当たったことに気付き、クレーンを

停止して船長に本事故の発生を報告し、船長が陸上作業員を通じて消
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防に本事故の発生を通報するとともに救助を要請した。 

 甲板員は、来援した消防のレスキュー隊により救助された後、病院

に搬送され、両多発肋
ろっ

骨骨折、左鎖骨骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員は、本船に乗り組んで約１か月であり、同船に乗り組むまで

は海上勤務の経験がなく、本件清掃作業を約２０回行っていた。 

 本船の乗組員は、本事故発生前まで十分に休息をとっており、薬や

アルコールの影響はなく、健康状態に問題はなかった。 

 航海士は、本件清掃作業時は日没後であり、また積荷が石炭であっ

たので、作業灯を点灯していたものの貨物倉内が見えづらい状態であ

ったと本事故後に思った。 

 船長は、バケットに接近すると危険なので、他の乗組員の動きを良

く見て同じ方向に移動するなど、注意して行動するよう作業開始前に

甲板員を指導していた。 

 Ａ社では、本件清掃作業に関する作業手順書が定められていなかっ

た。 

 船長及び機関長は、本事故発生当時、バケットの動きを避けて貨物

倉の船尾側にいたが、甲板員がどの場所にいたかは分からなかったと

本事故後に思った。 

 甲板員は、白のヘルメット、黒のダウンジャケット、黒の作業着、

軍手及び白の長靴を着用していたが、反射材付きの安全ベストなどは

着用していなかった。 

 甲板員は、本事故発生当時、貨物倉右舷側の壁に向かって本件清掃

作業に集中していたが、バケットの動きを十分に確認し、もう少し目

立つ服装をしておけば良かったと本事故後に思った。 

 船長は、反射材付きの安全ベストなどを着用のうえ、またトランシ

ーバーがあれば利用し、乗組員間の作業中の連絡体制を明確にしてい

れば事故を防止できたかもしれないと本事故後に思った。 

 本船のクレーンは、旋回する際、サイレンが鳴ったり、回転灯が点

灯したりする仕様ではなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、Ａ社及び本船では本件清掃作業に関する作業手順及び乗組

員間の作業中の連絡体制が定められておらず、貨物倉内が見えにくい

状況下、航海士がクレーンを旋回させた際、甲板員が、貨物倉右舷側

の壁に向かって本件清掃作業に集中していたことから、右舷方に振れ

たバケットの接近に気付かず、バケットが甲板員に当たったものと考

えられる。 
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原因  本事故は、夜間、Ａ社及び本船では本件清掃作業に関する作業手順

及び乗組員間の作業中の連絡体制が定められておらず、貨物倉内が見

えにくい状況下、航海士がクレーンを旋回させた際、甲板員が、貨物

倉右舷側の壁に向かって本件清掃作業に集中していたため、右舷方に

振れたバケットの接近に気付かず、バケットが甲板員に当たったこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、再発防止策として所有する全船舶に次の措置を講じること

とした。 

・乗組員にトランシーバーを配布。 

・貨物倉内がよく見えるよう作業灯を増設。 

・貨物倉の清掃作業について作業手順書を作成。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・Ａ社及び本船は、乗組員が貨物倉の清掃作業を安全に行えるよ

う、作業に関する作業手順を明確化し、周知徹底を図ること。 

・船長は、トランシーバーによる作業中の連絡体制を明確にしてお

くこと。 

・船長は、貨物倉での作業経験が少ない甲板員が本件清掃作業を行

う場合は、作業前及び作業中に危険性についての注意喚起を行う

こと。 

・乗組員は、クレーンを旋回させたり、作業中移動したりする場合

は、トランシーバーを使用するなど、乗組員間の意思疎通を図る

こと。 

・乗組員は、貨物倉内が暗い状況で作業を行う場合、自らの存在が

分かりやすくなるよう、反射材付きの安全ベストなどを着用する

こと。 

・Ａ社は、乗組員がクレーンの旋回に気付くよう、クレーンにサイ

レンや回転灯を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州 

苅田港 

福岡県 
苅田町 

苅田港南防波堤灯台 

事故発生場所 
（平成３０年１２月２１日 
 １７時５０分ごろ発生） 
 


